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所得税法の改正に伴う源泉徴収義務者の修正
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財政部は7月27日に所得税法改正草案を公表しまし

た。そのうち、源泉徴収制度の主な改正点は、源泉徴

収義務者について、これまでの事業責任者や機関・

団体の責任者又はその指定する者等の個人から、所

得を支払う営利事業者や非営利機関である組織に変

更される点です。当該草案は予告期間終了後、行政

院で可決され、立法手続を経て、2023年1月1日から

施行される予定です。

「源泉徴収」とは、事業及び機関、団体等が、源泉徴

収対象所得を「支払う」際の、源泉税の支払額からの

徴収、規定期間内の納付、源泉徴収票の申告、納税

義務者への送付までの一連の行政法上の義務を指し

ます。現行の規定では、源泉徴収義務を履行する権

利は所得支払組織に与えられていますが、その責任

は所得支払組織の責任者個人が負います。権利と責

任関係のねじれがあり、源泉税徴収実務と追加納付、

罰則に係る訴訟行為の主体に関する問題が頻繁に

発生しています。源泉徴収税の加算利息についても、

本来は所得支払組織が負担すべきですが、組織責任

者個人の負担として認定されています。

また、外国営利事業者に対する源泉徴収においては、

所得税法第25条及び第26条に基づく純利益率による

所得額の計算を適用する場合、源泉徴収義務者は所

得支払組織であり、当該組織の責任者個人ではあり

ません。そのため、組織の責任者個人を源泉徴収義

務者とする現行の規定は、正当な理由なく同様の事

柄を異なる方法で処理する恐れがあることは明らかで

す。

組織の責任者を源泉徴収義務者とする現行の規定

は、過去に司法院釈字第673号の解釈通達により違

憲ではないとされています。しかし今回、財政部は源

泉徴収制度に対する各界の期待に応えるため、制定

された法律が人々の生活実務の実態に即したものに

なるよう、改正法案を提示しました。予定通り実施され

れば、源泉徴収義務者の権益の保護にとって大きな

助けになると考えられます。

源泉徴収義務違反に対する罰則規定については、今

回の法改正でも維持されています。源泉徴収義務者

が規定に基づき源泉税を徴収しない場合、税務当局

により、指示期限までの源泉税の追納、源泉徴収票

の追加申告の有無よって、1倍以下又は3倍以下の罰

金が科されます。

出所：KPMG税務部パートナー 陳志愷
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